
サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請等フロー 

（立地市町村の意見聴取を要しない又は国に補助金を申請しない場合） 

埼玉県 
事業者 

（申請者） 
市町村 建築主事等 

その他 

（必要な場合） 

     

 

 

  ◎ 開発許可申請、建築確認申請等にあたっては、それぞれの担当窓口に早めに事前相談されることを 

   お勧めします。 

 

 

計画 

事前協議 

協議済書 

建築確認申請 受理 

審査 

建築確認済証 

登録申請 
受理 

審査 

登録 

公開 
登録通知 

開発許可申請 

特定施設入居 
者生活介護事 
業指定の相談 

 


